
仕様書

１ 概要

（１） 件 名 令和８年度 千葉労働局管内10施設で使用する電気の需給契約

（２） 対 象 施 設 千葉労働局各施設（詳細は別紙１のとおり）

（３） 業種及び用途 官公署（事務所）

２ 仕様

（１） 供給電気方法等

ア 供給電気方式 交流３相３線式

イ 供給電圧（標準電圧） 6,000ボルト

ウ 計量電圧（標準電圧） 6,000ボルト

エ 標準周波数 50ヘルツ

オ 受電方式 １回線受電

カ 自家発電設備 別紙１のとおり

キ 蓄熱槽 別紙１のとおり

ク 自家発補給電力 なし

ケ 予備送電 なし

（２） 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 別紙３のとおり

ただし、各月の契約電力は、その１月の最

大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、

いずれか大きい値とする。

イ 予定使用電力量 別紙３のとおり

ウ 前年度最大需要電力（実績） 別紙２のとおり

エ 前年度使用電力量（実績） 別紙２のとおり

（３） 使用期間

自 令和８年４月１日０時

至 令和９年３月31日24時

※ただし、契約締結日（履行期間又は契約期間の初日）までに政府予算案（暫定予

算含む）が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。ま

た、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業

に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるの

で、その際は別途協議する。

（４） 供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給す

ることとし、その電気は当該年度の基本方針で定める再生可能エネルギー電力比率と

すること。

また、供給した電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率及び再生可能エネル

ギー電気に付随する環境価値について千葉労働局へ移転したことと第三者へ移転して

いないことについて確認できる資料を、半年に一度、書面（任意様式。別紙様式例あ



り）で提出することとする。

（５） 電力量の検針

ア 自動検針装置 有

イ 電力会社の検針方法 遠隔自動検針

ウ 検針日 毎月１日（１日以外は不可）

エ 計量器の構成 電力需給用複合計器（通信機能付）

請求書を Web上での確認にすることは可能

（６）保安上の責任分界点等

ア 需給地点 別紙１のとおり

イ 電気工作物の財産分界点 別紙１のとおり

ウ 保安上の責任分界点 別紙１のとおり

（７） その他

ア 力率は、契約期間中100パーセントを保持する予定。

イ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。

ウ 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料

費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基

づく賦課金については、関東管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める

標準供給条件（電気需給約款）によるものとし、これにより難い場合は協議するもの

とする。

エ 電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおり

とする。

① 契約電力及び最大需要電力の単位は１キロワットとし、その端数は小数点以下

第１位で四捨五入する。

② 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五

入する。

③ 料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下

を切り捨てる。

④ 消費税額及び地方消費税額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨

てる。

オ 各月の電気料金の請求書は、各施設につき1枚作成することとする。

カ 関東管内の一般送配電事業者が料金を改定した場合、契約した料金単価の変更につ

いて、双方協議するものとする。

キ その他この仕様書に定めのない事項については、関東管内の一般送配電事業者が特

定規模需給に対して定める標準供給条件（電気需給約款）等を基に協議するものとす

る。

ケ 検針結果を Web上で確認することは可能である。



【別紙1】所在地及び需給地点

1 木更津労働基準監督署
(木更津地方合同庁舎)

木更津市富士見2-4-14
木更津地方合同庁舎

千葉労働局の施設した第１号柱上の東
京電力株式会社の架空引込線と千葉労
働局の開閉器電源側接続点

左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 無 無

2 船橋労働基準監督署 船橋市海神町2－3－13
千葉労働局の施設した第１号柱上の東
京電力株式会社の架空引込線と千葉労
働局の開閉器電源側接続点

左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 無 無

3
銚子労働基準監督署、
銚子公共職業安定所
（銚子労働総合庁舎）

銚子市中央町８－１６
千葉労働局の施設した第１号柱上の千
葉労働局の引込口配線と東京電力株式
会社の架空引込線との接続点

左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 無 無

4 千葉公共職業安定所
(千葉公共職業安定所合同庁舎）

千葉市美浜区幸町1-1-3

東京電力株式会社の供給用配電箱内に
おける東京電力株式会社の母線と千葉
労働局の地絡しゃ断装置（ＵＧＳ）の
電源側接続点

左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ
氷蓄熱方式（容量：3.44㎥）
計量電圧（標準電圧）200ﾎﾞﾙﾄ

有

5 市川公共職業安定所 市川市南八幡5-11-21
東京電力株式会社の施設した供給用配
電箱内の東京電力株式会社の母線と千
葉労働局の断路器の電源側接続点

左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 無 無

6 館山公共職業安定所 館山市八幡815-2
千葉労働局の施設した第１号柱上の東
京電力株式会社の架空引込線と千葉労
働局の開閉器電源側接続点

左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 無 無

7 佐原公共職業安定所 香取市北1-3-2
千葉労働局の施設した第１号柱上の東
京電力株式会社の架空引込線と千葉労
働局の開閉器電源側接続点

左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 無 無

8
船橋公共職業安定所
第1庁舎

船橋市湊町2-10-17

東京電力株式会社の施設した供給用配
電箱内の東京電力株式会社の母線と千
葉労働局の地絡しゃ断装置（ＵＧＳ）
の電源側接続点

左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 無 無

9
成田公共職業安定所
からべ庁舎

成田市加良部3-4-2
千葉労働局の施設した第１号柱上の東
京電力株式会社の架空引込線と千葉労
働局の開閉器電源側接続点

左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 無 無

10
松戸公共職業安定所
野田出張所

野田市みずき2-6-1

東京電力株式会社の供給用配電箱内に
おける東京電力株式会社の母線と千葉
労働局の地絡しゃ断装置（ＵＧＳ）の
電源側接続点

左記需給地点に同じ 左記需給地点に同じ 無 無

自家発電設備
の有無

番号 蓄熱槽
電気工作物の
財産分界点

保安上の
責任分界点

施設名 所在地 需給地点



【別紙２】 令和６～７年度使用電力量および最大需要電力の実績値

R06/10 R06/11 R06/12 R07/1 R07/2 R07/3 R07/4 R07/5 R07/6 R07/7 R07/8 R07/9 合計/最大

1 木更津労働基準監督署 5,071 4,458 5,691 6,790 5,915 5,740 4,342 4,052 5,827 7,831 7,857 6,726 70,300

（木更津地方合同庁舎） 23 20 27 34 33 32 28 17 30 38 42 40 42

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 船橋労働基準監督署 5,591 5,655 6,181 6,313 5,871 6,286 5,514 5,424 5,571 6,073 5,916 5,568 69,963

14 15 15 16 16 16 15 13 15 16 16 15 16

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 14,776 11,371 10,848 13,222 10,545 11,611 9,034 10,062 12,727 14,319 12,984 13,462 144,961

43 38 39 43 43 39 35 37 47 47 46 47 47

力率（％） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 千葉公共職業安定所 31,375 19,559 25,091 28,229 25,745 24,356 20,788 23,083 36,662 45,556 43,850 41,523 365,817

(千葉公共職業安定所合同庁舎） 158 111 118 137 134 130 119 152 170 172 176 175 176

100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99

5 市川公共職業安定所 7,515 6,147 7,354 7,725 6,939 7,007 6,061 6,330 8,591 10,602 9,949 9,727 93,947

34 30 33 36 34 33 29 33 37 38 39 39 39

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 館山公共職業安定所 4,055 3,219 4,031 4,521 4,360 3,612 2,441 2,386 3,990 5,694 6,072 5,124 49,505

28 28 31 31 30 28 26 19 22 31 30 26 31

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 佐原公共職業安定所 2,719 2,479 3,425 3,579 3,401 3,204 2,455 2,319 3,047 4,466 4,324 3,816 39,234

19 18 23 23 21 19 18 20 19 29 25 30 30

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 船橋公共職業安定所 5,090 5,171 7,087 8,982 7,995 6,973 5,289 4,718 6,180 8,364 7,731 6,686 80,266

第1庁舎 24 27 64 57 64 54 42 38 37 60 54 36 64

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9 成田公共職業安定所 4,794 4,103 5,009 5,569 5,069 5,035 3,791 3,935 6,674 8,757 8,336 7,773 68,845

からべ庁舎 29 24 26 32 30 26 23 28 31 33 35 35 35

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 松戸公共職業安定所 3,908 3,531 4,591 4,824 4,322 4,105 3,299 2,898 4,478 6,409 6,949 6,259 55,573

野田出張所 26 22 25 26 24 23 21 24 26 30 33 29 33

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100

使用電力量（kwh）

最大需要電力（kw）

力率（％）

使用電力量（kwh）

最大需要電力（kw）

力率（％）

銚子労働総合庁舎 使用電力量（kwh）

最大需要電力（kw）

使用電力量（kwh）

最大需要電力（kw）

力率（％）

使用電力量（kwh）

最大需要電力（kw）

力率（％）

使用電力量（kwh）

最大需要電力（kw）

力率（％）

使用電力量（kwh）

最大需要電力（kw）

力率（％）

使用電力量（kwh）

最大需要電力（kw）

力率（％）

使用電力量（kwh)

最大需要電力（kw）

力率（％）

使用電力量（kwh）

最大需要電力（kw）

力率（％）



【別紙３】 令和８年度予定使用電力量他

R8/4 R8/5 R8/6 R8/7 R8/8 R8/9 R8/10 R8/11 R8/12 R9/1 R9/2 R9/3 合計 夏季
その他季
4～6月

その他季
10～3月

その他季
合計

1
木更津労働基準監督署
(木更津地方合同庁舎)

42 4,400 4,100 5,900 7,900 7,900 6,800 5,100 4,500 5,700 6,800 6,000 5,800 70,900 22,600 14,400 33,900 48,300

2 船橋労働基準監督署 16 5,600 5,500 5,600 6,100 6,000 5,600 5,600 5,700 6,200 6,400 5,900 6,300 70,500 17,700 16,700 36,100 52,800

3
銚子労働基準監督署
銚子公共職業安定所
（銚子労働総合庁舎）

47 9,100 10,100 12,800 14,400 13,000 13,500 14,800 11,400 10,900 13,300 10,600 11,700 145,600 40,900 32,000 72,700 104,700

4
千葉公共職業安定所
(千葉公共職業安定所合同庁舎）

176 20,800 23,100 36,700 45,600 43,900 41,600 31,400 19,600 25,100 28,300 25,800 24,400 366,300 131,100 80,600 154,600 235,200

5 市川公共職業安定所 39 6,100 6,400 8,600 10,700 10,000 9,800 7,600 6,200 7,400 7,800 7,000 7,100 94,700 30,500 21,100 43,100 64,200

6 館山公共職業安定所 31 2,500 2,400 4,000 5,700 6,100 5,200 4,100 3,300 4,100 4,600 4,400 3,700 50,100 17,000 8,900 24,200 33,100

7 佐原公共職業安定所 30 2,500 2,400 3,100 4,500 4,400 3,900 2,800 2,500 3,500 3,600 3,500 3,300 40,000 12,800 8,000 19,200 27,200

8 船橋公共職業安定所第1庁舎 64 5,300 4,800 6,200 8,400 7,800 6,700 5,100 5,200 7,100 9,000 8,000 7,000 80,600 22,900 16,300 41,400 57,700

9 成田公共職業安定所からべ庁舎 35 3,800 4,000 6,700 8,800 8,400 7,800 4,800 4,200 5,100 5,600 5,100 5,100 69,400 25,000 14,500 29,900 44,400

10 松戸公共職業安定所野田出張所 33 3,300 2,900 4,500 6,500 7,000 6,300 4,000 3,600 4,600 4,900 4,400 4,200 56,200 19,800 10,700 25,700 36,400

513 63,400 65,700 94,100 118,600 114,500 107,200 85,300 66,200 79,700 90,300 80,700 78,600 1,044,300 340,300 223,200 480,800 704,000

契約電力
（ｋW）

予定使用電力量（kWh）

合計

【別紙２】令和６～７度使用電力量を元に算出。

※契約電力（ｋＷ）は、令和６年10月～令和７年９月の最大値を採用。
予定使用電力量（ｋＷｈ）は、令和６年10月～令和７年９月の各月使用実績値の１００ｋＷｈ未満を切り上げた数値を採用。



別紙４

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示（注１）しており、かつ、①前年度

1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②前年度の未利用エネルギー活用状況、③前

年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情

報提供の取組の４項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が 70

点以上であること。

各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照のこと。

注１) 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（最新版を参照）に示された電源構成等

の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の

供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日

から１年間に限って開示予定時期（事業開始日から１年以内に限る。）を明示すること

により、適切に開示したものとみなす。

注２） 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、条件を満たすことを示す書類

及びその根拠を示す書類を添付すること。

注３） 契約事業者は、契約期間の１年間についても、表による評点の合計が７０点以上とな

要 素 区 分 得 点

①前年度１kWh 当たりの二酸化炭素排出

係数（単位：kg-CO2/kwh）
0.350 未満 ７０

0.350 以上 0.375 未満 ６５

0.375 以上 0.400 未満 ６０

0.400 以上 0.425 未満 ５５

0.425 以上 0.450 未満 ５０

0.450 以上 0.475 未満 ４５

0.475 以上 0.500 未満 ４０

0.500 以上 0.520 未満 ３５

0.520 以上 ０

②前年度の未利用エネルギー活用状況
0.675％以上 １０

0％超 0.675％未満 ５

活用していない ０

③前年度の再生可能エネルギー導入状況
15.00％以上 ２０

8.00％以上 15.00％未満 １５

3.00％以上 8.00％未満 １０

0％超 3.00％未満 ５

活用していない ０

④需要家への省エネルギー・節電に関す

る情報提供の取組

取り組んでいる ５

取り組んでいない ０



るように電力を供給するよう努めるものとする。

注４） 基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及

び説明を求めることがある。



表「各用語の定義」

用 語 区 分

①前年度

１kWh 当

たりの二

酸化炭素

排出係数

「前年度１kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。

地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表さ

れている前年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、公表されて

いない場合は、当該事業者自らが検証・公表した調整後排出係数を用いること

ができるものとする。

②前年度

の未利用

エネルギ

ー活用状

況

未利用エネルギーの有効活用の観点から、前年度における未利用エネルギー

の活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。

前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端）（kWh）を前年度の供給電力量（需要端）（kWh）で

除した数値

(算定方式）

前年度の未利用エネルギーの活用状況(%)＝

１．未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネ

ルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネ

ルギーによる発電量を算出する。

①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双

方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量によ

り按分する。

②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未

利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機

の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発

電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギ

ーによる発電分とする。

２．未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電

力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含

まれる未利用エネルギー活用分については含まない。）をいう。

①工場等の廃熱又は排圧

②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（再生可能エネルギー電気の利用の促進

に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」

という。）第 2 条第 3 項において定める再生可能エネルギー源に該当す

るものを除く。）

③高炉ガス又は副生ガス

３．前年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への

販売分は含まない。

４．前年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。

③前年度

の再生エ

ネルギー

導入状況

再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの

ただし、①から⑥の再生可能エネルギー電気の利用量は前年度に小売電気事

業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。

前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)

前年度の供給電力量（需要端）
×100



（算定方式）

前年度の再生可能エネルギーの導入状況（％）

①前年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量（送電端

（kWh)）

②前年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量（送電端(kWh))

（ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除

く。）

③グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に

由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当

するグリーンエネルギー証書（電力）の量（kWh）

④J－クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレ

ジットの電力相当量（kWh）

⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネ

ルギー電気に係る非化石証書の量（kWh）

⑥非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが

判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量（kWh）

⑦前年度の供給電力量（需要端(kWh)）

１．再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギ

ー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象と

なる再生可能エネルギー源を用いる発電設備（太陽光、風力、水力

（30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。）、地熱及びバイオマ

ス）による電気を対象とする。

２．前年度の再生可能エネルギー電気の利用量（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

には他小売電気事業者への販売分は含まない。

３．前年度の供給電力量（⑦）には他小売電気事業者への販売分は含まな

い。

④需要家

への省エ

ネ ル ギ

ー・節電

に関する

情報提供

の取組

需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について需要

家の省エネルギーの促進の観点から評価する。

具体的な評価内容として、

・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有してい

ること。

・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力し

た需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること。

・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定して

いること。

・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること。

例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にする

こと、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電

力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需

要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の

需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを

評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報

提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはなら

ない。

×100

⑦

①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥



合計（kWh）

〇

月

〇〇発電所 〇〇県○○市〇〇 風力 〇〇

〇〇発電所

再生可能エネルギー源種類 割当電力量（kWh）

〇〇県○○市〇〇 水力 〇〇

3 再生可能エネルギー由来電力量 内訳

〇

月

供給元発電所名 住所

３月 累積

再エネ由来電力量

（kWh）【A】

総供給電力量

（kWh）【B】

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月４月 ５月区 分

再エネ比率

（％）【A/B】

1 供給期間

2026年  月  日  〜    月  日

2 再生可能エネルギー由来電力量

２月

支出負担行為担当官

千葉労働局総務部⻑

（様式例）

2026年 月 日

特 定 電 源 割 当 証 明 書

ことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。

〇〇県○○市〇〇

株式会社〇〇

代表取締役 ○○ ○○

2026年度〇半期に以下のとおり千葉労働局に電力を供給したことをここに証する。

また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、千葉労働局に移転した


	03.仕様書.pdf
	03-1.仕様書（別紙1～3）.pdf
	03-2.仕様書(別紙4）.pdf
	03-3.特定電源割当証明書.pdf

